
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相続財産とは何か？相続人の範囲は？遺言書の書き方や効力は？ 

知っているようで意外と知らない相続の基礎的な知識を、具体的なトラブルの事例も 

交えながらお話します。 

いざという時のために相続の正しい知識を身につけておきましょう。 

 

＜申込・問い合わせ＞ 台東区役所くらしの相談課 電話０３（５２４６）１１４４ 
 

くらしに役立つ講座 

日   時  令和 6年１２月１７日（火） 午後２時～３時３０分 

 

会   場  台東区生涯学習センター 3階 301研修室 

（台東区西浅草 3-25-16） 

            

講  師  浅草公証役場 
 公証人 澤野 芳夫 氏 
 
対  象  区内在住・在勤・在学の方  

 

定  員  ４０名（申込先着順）    

 

託  児  対象／6ケ月から就学前まで 

          定員／5名（申込先着順） 
       託児申込締切／１２月１０日(火) 

 

申込方法  電話・FAX・インターネット（電子申請）のいずれかで 
お申込みください。（詳細は裏面をご確認ください）   

   

 

参加無料！ 

 

無料！ 

託児付き！ 

回覧

 

本講座は手話通訳がつきます。手話通訳者の近くの席をご希望の 

場合は、お申し込みの際にお申し出ください。 

 

二次元コードからホームページにお入りください→ 

知っておきたい相続と遺言書のこと 



         ※お送りいただいた個人情報は、講座目的以外には使用いたしません。 

 

会場案内図 

 台東区生涯学習センター 

（台東区西浅草 3-25-16） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

電話の場合 くらしの相談課消費者担当  電 話 ０３（５２４６）１１４４ 

ＦＡＸの場合 

くらしの相談課消費者担当  ＦＡＸ ０３（５２４６）１１３９ 

 下記をご記入のうえ、送信してください。 

 ・件名「くらしに役立つ講座申込」 

 ・受講希望の講座名 

 ・氏名、住所、電話番号、ＦＡＸ番号 

 ・在勤の場合は勤務先と所在地 在学の場合は学校名  

 ・託児希望の方は、お子さんの氏名・年齢・性別 

 ★FAXが届き次第、受付結果を FAXにて返信いたします。 

インターネット

（電子申請） 

の場合 

 

二次元コードからホームページにお入りください→ 

 

 

 

または、台東区公式ホームページ(http://www.city.taito.lg.jp/)から、

下記の順に遷移し、該当する講座の申込フォームからお申込みください。 

トップページ➔暮らし・手続き➔消費生活➔講座のお知らせ➔ 

くらしに役立つ講座 

＜申込・問い合わせ＞ 台東区役所くらしの相談課 電話０３（５２４６）１１４４ 
 

講座ご参加の皆様へのお願い  

基本的な感染症対策へのご協力をお願いいたします 

【当日の講座参加について】 以下の事項に当てはまる方は、ご参加をご遠慮願います。 

 ・37.5度以上の発熱（または平熱比 1度超過）のある方 

 ・咳、のどの痛みなど風邪の症状がある方 

 

http://www.city.taito.lg.jp/

